
  

神企政第 131 号 

令和７年８月 1 日 

国勢調査へのご協力をお願いします 

平素から神戸市政にご理解とご協力いただき、誠にありがとうございます。 

令和７年10月に総務省所管の「国勢調査」が全国で一斉に実施されます。調査の円滑な

実施には、国勢調査に対する幅広い理解と協力を得ることが不可欠であり、神戸市では各

方面のご協力を得るべく、調査の周知に努めています。 

つきましては、円滑に調査を実施できますよう、地域の皆様におかれましては、調査活

動へのご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

記 

１．国勢調査とは 

・５年に一度実施される、日本で最も重要な統計調査です。 

・令和７年 10 月１日現在、国内のすべての人と世帯（外国人の方も含む）が調査対象です。 

・令和７年９月下旬頃、調査員が各世帯を訪問し、調査書類を配布します。 

世帯は、インターネットか、紙の調査票を郵送する形で回答します。 

２．ご協力いただきたい内容  

①広報ポスターの掲示、リーフレット等の回覧（掲示板など。10 月末まで） 

②調査員の活動へのご理解（８月中旬～10 月末まで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※なお、送付物は神戸市地域協働局地域活性課のホームページにも掲載しております。 

神戸市 回覧情報 で検索してください。 

 

【地域の巡回】 

８月中旬以降、調査員が担当する調査区内を巡回し、

居住状況を確認します。 

 

 

【世帯の訪問】 

・９月下旬以降～10 月下旬にかけて、調査書類の配

布等のために、複数回にわたり世帯を訪問します。 

・世帯がご不在の場合、調査書類を郵便受けへポス

ティングします。 



  

３．お送りするもの 

〇掲示用のポスター（Ａ４サイズ：片面） 

 

〇回覧用の資料２種 

・リーフレット（Ａ４サイズ：両面） 

・回覧用資料（Ａ４サイズ：片面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．補足 

・ポスター等の掲出終了後は破棄をお願いします。 

・調査員は非常勤の国家公務員です。調査員証を携帯しています。 

５．その他（送付先住所について） 

・本通知は、地域協働局地域活性課に登録されている情報（７月１日時点）に基づき

送付しております。 

・情報の登録は手続き完了後に行いますので、７月１日までに事務所住所や代表者の

方の変更などについて届出をされた場合でも、地域活性課にて登録の更新が完了し

ていない場合は、変更前の住所へ送付しております。ご了承くださいますようお願

い申し上げます。また、その場合はお手数ですが、新しい代表者の方へお渡しいた

だきますようお願い申し上げます。 

・送付先の変更を希望される場合はインターネットから 神戸市 自治会代表者変更 と

ご検索いただくか、下記 QR コードを読み取り手続きをお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

神戸市 企画調整局政策課 国勢調査担当 

E-mail：kokuseityousa_kobe@city.kobe.lg.jp 

T E L：078-322-5032（直通） 

 

回覧用資料（片面） リーフレット（両面） 





5年に一度、全員参加の統計調査

水
調 査 期 日

９月下旬頃から
調査書類を
お届けします

https://www.kokusei2025.go.jp/

検索国勢調査2025

※ひとり暮らしの方の目安

※

かんたん

ログイン

所要時間

5-10分※

インターネットで

かんたん便利に！

日本に住む

すべての人が

対象

ボクも対象?!ボクも対象?!

国勢調査をよそおった詐欺（さぎ）や不審な調査にご注意ください。!

国勢調査!国勢調査!






